
熊西中学校生活のきまり     【令和８年度４月２日改定】 
1. 登下校 

① 正しい服装で登校する。（標準服・セーラー・スタンダードを着用する。） 

② 午前８時２０分までに教室に入り、午前８時２５分までに着席する。 

③ 自転車通学は禁止。（土・日・祝日の部活動日も同じ。） 

④ 登下校中の寄り道、買い食いは禁止。（土・日・祝日の部活動日も同じ。） 

2. 服装 

<標準服> 

① 標準服を着用する。シャツは中に入れる。（夏服はカッターまたはポロシャツ。） 

② ズボンのベルトは、黒のみ。（布製・革製とする。幅は３㎝程度。派手な金具のないもの。） 

<セーラー> 

① 標準服を着用する。スカートの長さは、膝が隠れる程度。（夏服は本校指定の制服。） 

<スタンダード> 

① スタンダードを着用する。（シャツを中に入れる。夏服はカッターまたはポロシャツ。） 

② ズボンタイプのベルトは、黒のみ。（布製・革製とする。幅は３㎝程度。派手な金具のないもの。） 

③ スカートタイプのスカートの長さは膝が隠れる程度。シャツを中に入れる。（夏服はカッターまたはポロシャ

ツ。） 

   ※カッターシャツやポロシャツの下は、派手でないもの・大きなプリント等がないものとする。 

3. 頭髪 

① 頭髪に関する性差はなし。（中学生らしく清潔で、学習や運動に差支えのない髪型を心がける。） 

② 髪は目や肩にかからないようにする。肩にかかる場合は黒・紺のゴム・ピンで結ぶ。 

③ 整髪料の禁止。 

④ パーマ・カール・脱色・染髪等は禁止。 

⑤ 眉は眉間のみ整える程度とする。 

4. 靴・靴下 

① 靴は、ひも付き・マジックテープの運動に適した靴とする。（ハイカットのものは禁止。） 

② 靴下は、無地あるいはワンポイントやライン入りの白・黒・紺・茶・グレーのものを着用する。 

③ 靴下は、メッシュやレース生地・ルーズソックスではないものを着用する。 

5. 通学用カバン 

① カバンは、熊中バックで登校。（キーホルダーやお守りは一つまで。） 

② 指定のカバンに入りきらない場合は、サブバック等の使用を許可する。 

6. 防寒着・防寒具 

① 制服の移行期間はないため、衣服による体温調節は各自行う。 

② 防寒着着用の際は、まず冬の標準服の上着を着用した上で着用する。（教室内は防寒着を着用しない。） 

7. その他・持ち物 

① ピアス・指輪・ネックレス等の装飾品は禁止。 

② 授業に必要ないものは持ち込み禁止。（時計機能のみの腕時計は可。その際は自己管理・自己責任。） 

8. 学校生活 

① 気持ちの良いあいさつを心がける。 

② 遅刻・欠席は、８時２０分までに保護者に連絡（tetoru）をしてもらう。（遅刻時は、職員室に報告。） 

③ ３分前行動・２分前着席・１分前黙想を心がける。 

④ 原則、他のクラス・他学年のフロア・他学年のトイレには入らない。 


